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令和６年４月１日作成

当事業所は利用者に対して認知症対応型通所介護のサービスを提供します。事業所

の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明

します。
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１．事 業 者
（１）法人名 社会福祉法人京都悠仁福祉会

（２）法人所在地 京都市伏見区深草正覚町２３番

（３）電話番号 ０７５-５６１-６５５０

（４）代表者氏名 理事長 武田 隆久

（５）設立年月日 平成１８年２月１４日

２．事業所の概要
（１）事業の種類

認知症対応型通所介護事業所 平成３０年４月１日指定（第２６９１２００２１２号）

（２）事業の目的

介護保険法の理念に沿い、要介護者が尊厳を保持し、可能な限り居宅においてその有する能力

に応じ自立した生活が営めるよう、居宅サービス計画及び介護予防サービス計画、認知症対応型

通所介護計画、介護予防認知症対応型通所介護計画に基づいて、日常生活上の介護又は支援及び

機能訓練などを行うことにより、利用者の社会的孤独感の解消及び心身の機能の維持回復、並び

に利用者の家族の身体的、精神的な負担の軽減を図り、要介護者又は要支援者等及びその家族の

福祉の向上を図る。

（３）運営の方針

１ 事業の実施に当たっては、利用者の意思及び人格を尊重して、常に要介護者又は要支援者の

立場に立ったサービスの提供を努めます。

２ 事業所の従業者は、認知症の利用者が、その有する能力に応じ可能な限りその自宅において

自立した日常生活を営むことができるよう、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うこと

によって、要介護者又は要支援者の社会的孤立感の解消と心身の機能の維持、家族の身体的・

精神的負担の軽減を図ります。

３ 事業所の従業者は、認知症の症状の進行の緩和に資するように目標を設定し、認知症対応型

通所介護及び介護予防認知症対応型通所介護計画（以下「認知症対応型通所介護計画」という。）

に基づき、認知症の特性に配慮したサービスの提供に努めます。

４ 事業の実施に当たっては、懇切丁寧に行うこととし、利用者・家族に対しサービス提供等に

ついて理解しやすいように説明を行います。

５ 事業の実施に当たっては、地域との結びつきを重視し、関係市町村、居宅介護支援事業者、

地域包括支援センター及びその他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

６ 「宇治市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例」

（条例第１５号）及び「宇治市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準を定める条例」（条例第１６号）に定める内容を遵守し、事業を実施します。

（４）事業所の名称 オレンジデイサービスセンターヴィラ鳳凰

（５）事業所の所在地 京都府宇治市宇治里尻３６-３５

（６）電話番号 TEL：０７７４-２５-１１２０ FAX：０７７４-２５－１１２１

（７）管理者職氏名 管理者 西岡 健一

（８）開設年月日 平成３０年４月１日
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（９）通常の事業の実施範囲

宇治市全域

（１０）営業日、営業時間及び利用定員

営 業 日 月～土曜日（日曜日１２月３１日から１月３日は除く)

サ ービ ス提 供時 間 午前９時００分～午後４時３０分

営 業 時 間 午前８時３０分～午後５時００分

利 用 定 員 １日１２名

※ 変更や利用の中止は、終日受付します。

（１１）併設している他の事業

当事業所に併設している事業は、次のとおりです。

・特別養護老人ホームヴィラ鳳凰（介護老人福祉施設、（介護予防）短期入所生活介護）

・デイサービスセンターヴィラ鳳凰（通所介護、通所介護相当サービス）

・ケアハウスやまぶき（（介護予防）特定施設入居者生活介護・ケアハウス）

・グループホームヴィラ鳳凰（認知症対応型共同生活介護）

・京都認知症総合センタークリニック（診療所）

・訪問介護ステーションふくろう（訪問介護）

・訪問看護ステーションふくろう（（介護予防）訪問看護）

・ヴィラ鳳凰居宅介護支援事業所（居宅介護支援）

・カフェほうおう（認知症カフェ）

３．職員の配置状況
当事業所では、利用者に対して認知症対応型通所介護（以下、「サービス」という。）を提供する

職員として、以下の職種の職員を配置しています。

（１）主な職員の配置状況

（単位：人）

職 種
常勤 非常勤

専従 兼務 専従 兼務

１. 管理者 １

２. 生活相談員 １ ２

３. 介護職員 ２ ２ ２

４. 看護職員

５. 機能訓練指導員 ３

（２）職員の職務内容

管理者 職員を管理し事業が目的に従って円滑に遂行することができるように業務を

統括する。

生活相談員 利用者及び家族の必要な相談に応じるとともに、適切なサービスが提供される

よう事業所内のサービス調整、他機関との連携について必要なことを行う。

介護職員 利用者の心身の状況を的確に把握し、利用者に対して入浴､食事、排泄､その他

日常生活上の介護又は支援を行う。

看護職員 利用者の健康状態を的確に把握するとともに、利用者に必要な看護処置を行う。

また医療相談にも応じる。

機能訓練指導員 利用者の心身の状況に応じて、日常生活を営むのに必要な機能を回復し、また

はその減退を防止するための訓練を行う。
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４．事業所が提供するサービスと利用料金
当センターでは、利用者に対して以下のサービスを提供します。

（１）介護保険の給付の対象となるサービス

以下のサービスについては、利用料金の９割（一定以上の所得のある方は８割または７割）が

介護保険から給付されます。

① 食事の介助（ただし、調理に要する費用と食材料費は別途必要です。）

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況及び嗜好を考慮

した食事を提供します。

・利用者の自立支援のため、食堂において食事をとっていただくことを原則としています。

② 入 浴

・入浴または清拭を行います。

・サービス提供時は、プライバシーの保護に配慮します。

③ 排 泄

・排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した介助を行います。

・サービス提供時は、プライバシーの保護に配慮します。

④ 機能訓練

・機能訓練指導員などの指導により、利用者の心身等の状況に応じて、個別機能訓練計画を作成

し、それに基づき日常生活を送るのに必要な機能の回復またはその減退を防止するための訓練

を実施します。

⑤ 送 迎

・ご希望により、居宅と事業所との間の送迎を行います。

⑥ その他

・サービスの提供を求められた場合には、その利用者の提示する被保険者証によって、被保険者

資格、要介護認定の有無及び有効期間を確かめ、被保険者証に認定審査会の意見が記載されて

いるときは、その意見に配慮してサービスを提供します。

また、その利用者の提示する介護保険負担割合証によって、被保検者資格、利用者負担の割合

及び有効期間を確かめます。

【サービス利用料金】

下記の料金表によって、利用者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険給付費額を除い

た金額（自己負担額）をお支払い頂きます。

（サービス利用料金は、利用者の要介護度及び負担割合に応じて異なります。）

基本料金 要支援 １割負担 ２割負担 ３割負担

サービスに

係る

自己負担額

要支援１

(１回あたり）

４２９単位 ① ４４４円 ① ８８７円 ① １,３３０円

４４９単位 ② ４６４円 ② ９２８円 ② １,３９２円

６６７単位 ③ ６８９円 ③ １,３７８円 ③ ２,０６７円

６８４単位 ④ ７０７円 ④ １,４１３円 ④ ２,１２０円

７７３単位 ⑤ ７９９円 ⑤ １,５９７円 ⑤ ２,３９６円

要支援２

(１回あたり)

４７６単位 ① ４９２円 ① ９８４円 ① １,４７６円

４９８単位 ② ５１５円 ② １,０２９円 ② １,５４４円

７４３単位 ③ ７６８円 ③ １,５３５円 ③ ２,３０３円

７６２単位 ④ ７８８円 ④ １,５７５円 ④ ２,３６２円

８６４単位 ⑤ ８９３円 ⑤ １,７８５円 ⑤ ２,６７８円

要介護１

（１回あたり）

４９１単位 ① ５０８円 ① １,０１５円 ① １,５２２円

５１５単位 ② ５３２円 ② １,０６４円 ② １,５９６円

７７１単位 ③ ７９７円 ③ １,５９３円 ③ ２,３９０円

７９０単位 ④ ８１６円 ④ １,６３２円 ④ ２,４４８円

８９４単位 ⑤ ９２４円 ⑤ １,８４７円 ⑤ ２,７７１円

要介護２

（１回あたり）

５４１単位 ① ５５９円 ① １,１１８円 ① １,６７７円

５６６単位 ② ５８５円 ② １,１７０円 ② １,７５４円

８５４単位 ③ ８８３円 ③ １,７６５円 ③ ２,６４７円
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８７６単位 ④ ９０５円 ④ １,８１０円 ④ ２,７１５円

９８９単位 ⑤ １,０２２円 ⑤ ２,０４４円 ⑤ ３,０６５円

要介護３

（１回あたり）

５８９単位 ① ６０９円 ① １,２１７円 ① １,８２６円

６１８単位 ② ６３９円 ② １,２７７円 ② １,９１５円

９３６単位 ③ ９６７円 ③ １,９３４円 ③ ２,９０１円

９６０単位 ④ ９９２円 ④ １,９８４円 ④ ２,９７５円

１,０８６単位 ⑤ １,１２２円 ⑤ ２,２４４円 ⑤ ３,３６６円

要介護４

（１回あたり）

６３９単位 ① ６６０円 ① １,３２０円 ① １,９８０円

６６９単位 ② ６９１円 ② １,３８２円 ② ２,０７３円

１,０１６単位 ③ １,０５０円 ③ ２,０９９円 ③ ３,１４９円

１,０４２単位 ④ １,０７７円 ④ ２,１５３円 ④ ３,２２９円

１,１８３単位 ⑤ １,２２２円 ⑤ ２,４４４円 ⑤ ３,６６６円

要介護５

（１回あたり）

６８８単位 ① ７１１円 ① １,４２２円 ① ２,１３３円

７２０単位 ② ７４４円 ② １,４８８円 ② ２,２３２円

１,０９９単位 ③ １,１３６円 ③ ２,２７１円 ③ ３,４０６円

１,１２７単位 ④ １,１６５円 ④ ２,３２９円 ④ ３,４９３円

１,２７８単位 ⑤ １,３２１円 ⑤ ２,６４１円 ⑤ ３,９６１円

※ 利用料金は１回あたりの単位数に地域単価（１０.３３円）を乗じて負担額を計上しております。

※ ○数字は居宅サービス計画に基づくサービスの利用時間です。

①３時間以上４時間未満（心身の状況から長時間利用できないなどの場合）

②４時間以上５時間未満

③５時間以上６時間未満

④６時間以上７時間未満

⑤７時間以上８時間未満

【各種加算料金（要介護、要支援）】

加算名 単位数 １割負担２割負担３割負担 備 考

入浴介助加算（Ⅰ） ４０単位/日 ４２円 ８３円 １２４円

入浴介助を適切に行うことができる人

員及び設備を有して入浴介助（シャワー

浴含む）を行い、入浴介助に関わる職員

に対し、入浴介助に関する研修会等を行

った場合

個別機能訓練

加算（Ⅰ） ２７単位/日 ２８円 ５６円 ８４円

専ら機能訓練指導員の職務に従事する

理学療法士等を配置し、利用者に対し

て、機能訓練指導員、看護職員、介護職

員、生活相談員その他の職種の者が共同

して、利用者ごとに個別機能訓練計画を

作成し、当該計画に基づき、計画的に機

能訓練を行った場合

個別機能訓練

加算（Ⅱ）
２０単位/月 ２１円 ４２円 ６２円

個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定している

場合であって、かつ、個別機能訓練計画

の内容等の情報を厚生労働省に提出し、

機能訓練の実施に当たって、当該情報そ

の他機能訓練の適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用した場合

口腔機能向上

加算（Ⅰ）

１５０単

位/回

（月２回

限度）

１５５円 ３１０円 ４６５円

言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員

を 1名以上配置していること。

口腔機能が低下している利用者又はそ

のおそれのある利用者に対して、当該利

用者の口腔機能の向上を目的として、個

別的に実施される口腔清潔の指導若し
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くは実施又は摂食･嚥下機能に関する訓

練の指導若しくは実施であって、利用者

の心身の状態の維持又は向上に資する

と認められるものを行った場合

口腔機能向上

加算（Ⅱ）

１６０単

位/回

（月２回

限度）

１６６円 ３３１円 ４９６円

口腔機能向上加算(Ⅰ)を算定している

場合であって、かつ口腔機能改善管理指

導計画の内容等の情報を厚生労働省に

提出し、口腔機能控向上サービスの実施

に当たって、当該情報その他口腔機能控

向上サービスの適切かつ有効な実施の

ために必要な情報を活用した場合

若年性認知症

受入加算
６０単位/日 ６２円 １２４円 １８６円

若年性認知症利用者（６５歳未満）ごと

に担当者を定め、当該利用者の特性やニ

ーズに合わせたサービス提供を行なっ

た場合

送迎減算
-４７単位/

片道
-４９円 -９７円 -１４６円 事業所が送迎を行わない場合

科学的介護

推進体制加算
４０単位/月 ４２円 ８３円 １２４円

利用者ごとのＡＤＬ値、栄養状態、口腔

機能、認知症の状況その他の利用者の心

身の状況等に係る基本的な情報を厚生

労働省に提出し、サービスの提供に当た

って、サービスを適切かつ有効に提供す

るために、その情報やその他必要な情報

を活用し、必要に応じて認知症対応型通

所介護計画を見直すなどした場合

サービス提供体制

強化加算（Ⅰ）
２２単位/日 ２３円 ４６円 ６９円

介護職員の総数のうち、介護福祉士の占

める割合が７０％以上、または勤続１０

年以上介護福祉士２５％以上のいずれ

かに該当する場合

介護職員

処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位数の１,０００分の１０４

国が定める基準に適合し、介護職員の処

遇改善等を実施しているものとして、所

定単位数（基本サービス費に各種加算減

算を加えた総単位）に１０４/１,０００を乗じ

た単位数を加算します。

介護職員等特定

処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位数の１,０００分の３１

国が定める基準に適合し、介護職員等の

処遇改善等を実施しているものとして、

所定単位数（基本サービス費に各種加算

減算を加えた総単位）に３１/１,０００を乗

じた単位数を加算します。

介護職員等

べースアップ等

支援加算

※令和６年

５月３１日まで

合計総単位数の１,０００分の２３
処遇改善加算（Ⅰ）～（Ⅲ）までのいず

れかを取得している場合

介護職員等

処遇改善加算（Ⅰ）

※令和６年

６月１日より

合計総単位数の１,０００分の１８１

国が定める基準に適合し、介護職員等の

処遇改善等を実施しているものとして、

所定単位数（基本サービス費に各種加算

減算を加えた総単位）に１８１/１,０００を乗

じた単位数を加算します。
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【各種加算料金（要介護）】

加算名 単位数 １割負担２割負担３割負担 備 考

ＡＤＬ維持等

加算（Ⅰ）
３０単位/月 ３１円 ６２円 ９３円 サービスを利用した者のＡＤＬの維持

又は改善の度合い が一定の水準を超え

る等の要件を満たした場合
ＡＤＬ維持等

加算（Ⅱ）
６０単位/月 ６２円 １２４円 １８６円

※ 各種加算は１回あたりの単位数に地域単価（１０.３３円）を乗じて負担額を計上しております。

・利用者が要介護認定又は要支援認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったん

お支払いいただきます。要介護又は要支援の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険か

ら払い戻されます（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていない場合も償還払いとな

ります。

・償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス

提供証明書」を交付します。

・利用者に提供する食事の材料に係る費用は別途いただきます。（下記(２)①参照）

・介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて利用者の負担額を変更します。

（２）介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用者が選択し利用するサービスで利用料金の全額が利用者の負担となりま

す。

① 食事及びおやつ提供

・利用者のサービス利用時に食事（昼食）とおやつを提供します。調理に要する費用（光熱水費、

人件費など）と材料費相当分の利用料が必要です。

昼食の提供にかかる費用 １回につき ６６０円

おやつの提供にかかる費用 １回につき １１０円

コーヒー（紅茶）にかかる費用 １回につき ５０円

② レクリエーションなど

・利用者の希望により施設が行うレクリエーション行事などに参加していただくことができます。

施設外へ外出行事も行っています。

材料費等 費用実費発生ごと 実費

③ 複写物の交付

・利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できます。複写物を必要とする場合に

は実費をご負担いただきます。

写しの交付 １枚につき ２０円

④ 日常生活上必要となる諸費用実費

・利用者の日常生活に要する費用のうち、利用者に負担していただくことが適当である日常生活

品の購入代金等の費用を負担いただきます。

紙おむつ等

尿パット １枚につき ３０円

リハビリパンツ １枚につき １２０円

フラットタイプ １枚につき ５０円

テープ止めタイプ １枚につき １５０円

※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあり

ます。その場合は、変更の内容と変更する事由について、事前にご説明します。
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（３）利用料金のお支払い方法

前記（１）及び（２）の料金、費用は、サービス利用月の翌月に請求しますので、下記のいず

れかの方法で事業所にお支払い下さい。

① 指定口座からの自動引き落とし

② 窓口での現金支払

③ 口座への振込み

④ 現金書留

（４）利用の中止、変更、追加

利用者は、利用予定日の前に、利用者の都合により、サービスの利用を中止または変更、もし

くは新たなサービスの利用を追加することができます。この場合には、利用者はサービス実施日

の前日までに事業者に申し出ることとします。

利用者が、利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用の中止の申し出をされた

場合は、取消料として下記の料金をお支払いいただきます。

前日までに申し出があった場合 無 料

前日までに申し出がなかった場合 食事・おやつ費用相当額

※ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼働状況により、利用者の希望する
期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を利用者に提示して担当介護支援専
門員と協議します。

５．秘密の保持
職員は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者またはその家族等の秘密を漏らしてはなら

ないものとします。また、職員であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者また

はその家族等の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じます。また、退職後も同様とします。

６．個人情報保護
個人情報保護のため「個人情報の保護に関する法律」及び「医療・介護関係事業者における個人情

報の適切な取り扱いのためのガイダンス」を遵守します。

したがって、利用者及び利用者世帯のプライバシーの尊重に万全を期するとともに、正当な理由が

なく、その業務に関して知り得た秘密を漏らしません。また、職員であったものが、正当な理由がな

く、その業務上知り得た利用者またはその家族の秘密を漏らすことのないよう、必要な措置を講じま

す。また、退職後も同様とします。さらに、サービス担当者会議等において、利用者またはその家族

に関する情報を提供する際には、あらかじめ文書により利用者またはその家族の同意を得るものとし

ます。

当事業所において利用者様の個人情報を使わせていただく利用目的は以下の通りです。

・当該事業所が利用者等に提供するサービス

・居宅介護支援事業所等に対する情報提供

・業務の維持・改善のための資料

・学生等の実習への協力

・介護保険事務

・科学的介護情報システム（ＬＩＦＥ）における厚生労働省への情報提供

・業務上必要な行政への対応

・ご家族への心身の状況説明及びご家族からの問い合わせ対応

・損害賠償保険等に係る保険会社への相談又は届出等

・当該事業所からのご案内

・外部監査機関、評価機関等への情報提供
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以上の利用目的以外で利用者の情報を利用する場合は、利用者に対し個別に理由をご説明し同意を

得た上で行うものとします。

７．事故発生時および緊急時の対応
（１）サービスの提供により事故が発生した場合は、宇治市、利用者の家族及び利用者に係る居宅介

護支援事業者（介護予防にあっては地域包括支援センター）等に連絡するとともに、必要な措置

を講じます。

（２）前項の事故の状況及び事故に際して取った処置について記録するものとします。

（３）サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、速やかに損害賠償を行うものとしま

す。

（４）利用者に対するサービスの提供の際に利用者の病状の急変があった場合には、医師の指示を受

け、必要により最寄の救急病院等に搬送するなどの措置を講ずるとともに、家族及び関係機関等

に連絡を行うものとします。

８．損害賠償について
（１）当事業所において、サービスの実施にともなって、事業者の責に帰すべき事由により利用者に

生じさせた損害について賠償する責任を負います。守秘義務に違反した場合も同様とします。

ただし、利用者にも故意または重大な過失が認められる場合には、事業者の損害賠償責任を減じ

ることができるものとします。事業者は、損害賠償責任を速やかに履行するものとします。

（２）損害賠償がなされない場合

以下の事由に該当する場合には、事業者は損害賠償責任を負いません。

①利用者が、契約締結時にその心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、

または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

②利用者が、サービスの実施にあたって必要な事項に関する聴取及び確認に対して故意にこれを

告げず、または不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合

③利用者の急激な体調の変化等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因

して損害が発生した場合

④利用者が、事業者もしくはサービス従事者の指示及び依頼等に反して行った行為にもっぱら起

因して損害が発生した場合

９．非常災害対策
消防法令等に従い、非常災害に関する具体的計画を立てるとともに、非常災害に備えるため年２回

以上避難、救出その他必要な訓練を行います。

１０.事業所利用上の留意事項
実際にサービスの提供を受ける際に利用者が留意すべき事項としては、次の通りとします。

（１）建物、設備、敷地をその本来の用途に従って、利用してください。

（２）建物、設備、什器及び備品等について、故意又は重大な過失により滅失、破損、汚損もしくは

変更した場合には、利用者に自己負担により原状に復していただくか、または相当の代価をお支

払いいただく場合があります。

（３）当事業所の職員や他の利用者に対し、迷惑を及ぼすような宗教活動、政治活動、営利活動等を

行うことは出来ません。

（４）施設内での喫煙はご遠慮願います。

（５）施設の秩序・風紀を乱したり、安全衛生に害することや、けんか・口論・泥酔等他人に迷惑を

かける行為は禁じます。

（６）正当な理由がなく、施設内で知り得た他の利用者またはその家族の個人情報を漏らしてはなり

ません。特に、当施設内の他の利用者が入った写真等を使用する場合は、施設の許可を得てく

ださい。

１１．身体拘束の禁止
（１）利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。ただし、当該利用者又は

他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合には、身体拘束の内容、目的、
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理由、拘束の時間、時間帯、期間等を記載した説明書、経過観察記録、検討記録等、記録の整備

や適正な手続きにより身体等の拘束を行います。

（２）介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に実施します。

１２．人権の擁護・虐待等の防止
利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため、担当者を定めて次の措置を講じます。

（１）虐待を防止するための従業者に対する定期的な研修の実施

（２）利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備

（３）虐待防止の為の指針整備

（４）虐待防止のための対策を検討する委員会の設置と従業者への周知

２ サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に養護する者）

による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報します。

１３．ハラスメントの防止
適切なサービスの提供を確保する観点から、従業者に対する次に示すハラスメントの防止の為に必

要な措置を講じます。

（１）身体的な力を使って危害を及ぼす行為（回避して危害を免れた場合も含む）

（パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他）

（２）個人の尊厳や人格を言葉や態度によって傷つけたり貶めたりする行為

（パワーハラスメント、カスタマーハラスメント、他）

（３）意に沿わない性的な誘いかけ、好意的態度の要求等、性的な嫌がらせ

（セクシュアルハラスメント）

１４．感染症対策・業務継続に向けた取り組み
感染症や災害が発生した場合でも必要なサービスを継続的に提供できる体制を構築する為に、次の

措置を講じます。

（１）感染症対策・業務継続に関する定期的な委員会の開催

（２）感染症対策・業務継続に関する指針の整備

（３）定期的な研修及び訓練の実施

１５．苦情の受付
（１）当事業所における苦情やご相談は、以下の専用窓口で受付けます。

○苦情受付担当者 生活相談員 伊藤 理栄、目久田 菜摘、新 文子

○苦情解決責任者 施設長 髙屋 範夫

○苦情等受付時間 月曜日～金曜日 ８：３０～１７:００

（１２月３０～１月３日を除く）

○受付電話番号 TEL：０７７４-２５-２５７７

○第三者委員 島崎 貴士

○連絡先 ０７７４-２２-５６５０

※ 当事業所では、相談解決実施要綱を定め、利用者からの相談及び苦情に迅速かつ適切に対応

します。
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（２）苦情対応方法

※ 必要に応じて対応指示

（３）当事業所以外に、各居宅介護支援事業所、お住まいの市町村及び国民健康保険団体連合会の相談・

上記以外にも、宇治市、国民健康保険団体連合会等でも苦情を受け付けています。

・京都府国民健康保険団体連合会介護保険課 介護管理係 相談担当

京都市下京区烏丸通四条下る水銀屋町６２０番地 ＣＯＣＯＮ烏丸内

９：００～１２：００、１３：００～１７：００（土・日・祝日は除く）

TEL：０７５-３５４-９０９０ FAX：０７５-３５４-９０５５

・宇治市介護保険課

京都府宇治市宇治琵琶３３

８：３０～１７：１５（土・日・祝日、年末年始除く）

TEL：０７７４-２２-３１４１ FAX：０７７４-２１-０４０６

１６．地域との連携
（１）利用者、利用者の家族、地域住民の代表者、宇治市の職員又は中宇治地域包括支援センターの

職員、認知症対応型通所介護について知見を有する者等により構成される協議会（以下、「運営

推進会議」という。）を設置し、おおむね６月に１回以上、運営推進会議に対し活動状況等を報

告し、運営推進会議による評価を受けるとともに、運営推進会議から必要な要望、助言等を聴く

機会を設けるものとする。

（２）前項の報告、評価、要望、助言等についての記録を作成するとともに当該記録を公表するもの

とする。

（３）事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動及び中宇治地域包括支援センター等

との連携及び協力を行う等地域との交流を図るものとする。

１７．第三者評価の受診状況
実施した直近の年月日 ： 令和６年３月１１日

実施した評価機関の名称 ： 一般社団法人 京都私立病院協会

評価結果の開示状況 ： ホームページに記載

苦 情 受 付【苦情受付担当者】

苦情等の内容、利用者等の意向等の確認

【苦情受付担当者】

担当者からの状況聴取【苦情解決責任者】 第三者委員へ報告

苦情解決の話し合い【責任者・申出人・※必要に応じて第三者委員】

苦情解決・改善経過報告【苦情解決責任者】 苦情解決結果公表

※個人情報に関するものを除く
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１８．記録の整備
職員・設備及び会計に関する諸記録の整備を行うものとする。また、利用者に対するサービスの提

供に関する諸記録を整備し、その完結の日から５年間保存します。


